
＜都市住民等との交流を実施している事例＞

○水生花きの産地化による農村景観・環境づくり

１．集落協定の概要

市町村・協定名 京都府京都市左京区大 原百井
きようとしさきようくおおはらももい

協定面積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
5.5ha 水稲,ハス,野菜等

交付金額 個人配分 0 ％
44万円 共同取組活動 獣害防止柵の設置 100 ％

協定参加者 農業者16人

２．取組に至る経緯

京都市左京区大原百井集落は、過疎化や高齢化による担い手不足等により農地の維持管

理が難しい現状にある その現状を打破するため 自立的な営農体制を確立し 明るい将。 、 、

来展望の持てる農村景観・環境づくりを進めることを目指し、協定の締結に至った。

３．取組の内容

特徴的な活動としては 「何度も訪れたい 「暮らしてみたい」といった明るい将来展、 」

望の持てる農村景観・環境づくりの一環として、百井の里・水生植物園（ハス、花ショ

ウブ、カキツバタ）の開設による都市住民との交流活動に取り組んでいる。

また、耕作放棄地の発生防止や新たな担い手の育成にも必要不可欠な獣害対策にも力

を注いでおり これまでに協定農地5.5haのうち約４haの周囲に猪・鹿用フェンス柵を設、

置した。

水生植物園（ハス）と獣害防止柵



［集落の将来像]
、 、 、○ 自立的な営農体制を確立するため 地域農業の核となる担い手を育成するとともに 所有者の病気

転出等で部分的または完全に維持が困難な農地については、担い手への集積を推進する。
また、農村景観・環境づくりの一環として 「水生花き」の栽培及び産地化を推進する。、

［将来像を実現するための活動目標］
○ 京都市地域農業担い手農家1名以上の育成
○ 協定農用地面積の10%以上の規模での水生植物園の開設
○ 耕作放棄地の発生防止活動及び改善策の検討

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 約 獣害防止柵の設置（
（田5.5ha） 0.3ha,年1回） （約4.0ha設置済（H21ま

個別対応 個別対応 で）,目標5.5ha)
共同取組活動

水路・作業道の管理 景観作物作付け（H21水
・水路3.1km,年1回清 生花き約0.7ha作付） 担い手の育成（1名）
掃,年2回草刈り 共同取組活動

・農道0.9km,年5回草刈 共同取組活動
り

共同取組活動 百井の里、水生植物園の
開設(4,242㎡）

農地法面の定期的な点 共同取組活動
検（随時）

共同取組活動

集落外との連携
○ 水生植物園におけるハスまつり等での都市住民との交流

４．取組による変化と今後の課題等

これまでの活動を通じて 集落の農地は地域全体で管理するんだ という参加者の意、「 」

識が高まっており、現在、耕作放棄地は皆無である。今後も新たな耕作放棄地発生を防

止するよう監視を続ける。

猪等の野生鳥獣の食害により低下していた生産意欲は、フェンス柵の包囲面積の拡大

により、徐々に回復している。今後はフェンス柵を集落全ての協定農地の周囲に設置し

ていく計画である。

［平成21年度までの主な成果］

○ 水生植物園の規模拡大（3,663m (H18)，4,242m (H19)，4,242m (H20), 4,242m (H21)）
2 2 2 2

○ 都市住民との交流による地域の活性化

ハスまつり参加者（50名(H18)，30名(H19)，50名(H20), H21は雨天中止）・
○ 獣害防止柵の設置（H21までに約4.0ha設置済）

○ 認定農業者の育成（目標１名、H21実績１名（京都市地域農業担い手 ））


